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経 済論叢(京 都大学)第 ユ58巻第5号,1996年11月

台湾経済発展の戦略と中小企業

序

蘇 顕 揚

戦後四十数年の台湾経済め発展は著 しく,発 展途上国の模範 として自他とも

に認めるところとなっている。いかなる要因が台湾のこのような経済発展を可

能にしたのか とい う問題は,き わめて興味深い研究対象であるが,経 済発展に

おける国家の政策 とその影響の解明は,と りわけ重要な課題であるといえよう。

この台湾の経済発展においては,中 小企業の急速な成長が経済成長の原動力で

あったと考えられる。 したがって本稿では,台 湾の経済発展の過程,台 湾の経

済発展戦略,中 小企業の実態の問の相互の関連の分析を課題 とする。

台湾経済の発展は,以 下め数字で確認される。まず,1952年 から1993年 の

間L,の国民総生産の平均成長率は8.73%で あ り(表1),一 人当た りの所得で

も先進諸国との格差が縮小 した。第二に,経 済の急速な成長にもかかわらず,

表1実 質経済成長率(1952-1993)

年 成長率〔%〕 年 成長射 鰯 年 成長率鮒 年 成長率〔%)

1952 12.D 74 1.2 86 12.6 1960-69 9.2

55: 8.1 76 13.7 88 7.8 1970-79 10.3

60 16.4 78 14.0 9〔} 5.0 1980-89 8.2

65 11.O 80 7.1 92 6.o 1952-93 8.7

70 11.3 82 7.1 93 5.9

72 13.4 84 11.6. 1952-59 8.3

(出 所)CEPD、"Tdiw細St細.isticalDataBook",1994.27ペ ー.ジ 。

行 政 院 経 済 建 設 委.員 会 『自由 巾 国 之 工業」,1994.6。

1)公 表 された資料の ほとん どは1952年 か らであるひ
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台湾経済発展の戦略と中小企業 (561)95

.表2所 得格差(最 高所得層/最 低所得層)

年 倍数 年 倍数 年 倍数 年. 倍数

1964

66

68.

.70

5.33

5.25

5.28

4.58

72

74

76

78

4.49

4.37

4.18

4.18

80

82

84

86

4.17

4.29

4.40

4.60

88

90

92

4.85

5ユ8

524

(出 所}衰1と 同 じ,62-63ペ ー ジ 。

年

1953

55

消費者物価

18.79

9.91

表3物 価..ヒ 昇 率

卸売物価

8.79

止4,08

14.14.

一4
.66

2.73

4.45

40.58

2.76

3.54

21,54

-0 .18

G.48

(%)

年 消費者物価 卸売物価

86 0.70 一3
.34

88 1.28 一].56

89 4.41 一〇.37

90 4.16 一 〇
.61

91. 3.63 O.16

92

93

1953-59

1960-69

1970-79

1980..89

1953-93

4,43

2,94

8,61

4.89

8.90

4,40

6.49

一 3,67

2.51

8,12

3.14

8.20

1.SO

4.67

(出 所)表1と 同 じ,167ペ ー ジ。

所 得 分 配 の 改 善 が 実 現 さ れ た2,(表2)。 ク ズ ネ ッ ツ は,一 般 に 経 済 成 長 に つ れ

て 所 得 分 配 は 悪 化 す る と結 論 し て い る が,台 湾 の 事 例 は こ れ に は 妥 当 せ ず,注

目 さ れ る。 第 三 に,一 般 に 発 展 途 上 国 で は 経 済 発 展 は 激 し い イ ン フ レ を 伴 う場

合 が 多 い の で あ る が,台 湾 で は,1953年 か ら1993年 の 間,二 回 の 石 油 危 機 の 時

期 を 例 外 と し て,消 費 者 物 価 指 数 の 実 質 平 均 上 昇 率 は5.12%で しか な く3〕(表

21所 得額 を基準 に五つの階層に分ける と,最 高の階層 と最低 の階層 との格差 は,19534fに は20.5

倍 だ・つたが,1964年 には5.33倍,1980年 には4.17倍 に縮小 している。 ただ し1990年 代後期には,

バブ ル経 済の影響 でそ の比 率 は再び拡 大 し,1988年 には4,85倍 となった。TaiwanStatisti田[

DamBook,1990,CEPD,p.62.

3)1953-1993の 間,1974年 と.19即年 を除 いた 平均 値。卸 売物 価 指数 の場 合 は3.34%で あ る。

CEPD,181貞 。 ただ し,卸 売 物価 年間変動 は,王949年 には3406.0%,1950年 には305.5%,ノ
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衰4貯 蓄 率 (%)

年 貯蓄/GNP ,.年 貯蓄!GNP 年 貯蓄/GNP 年 貯蓄/GNP

1952 15.3 71 14.6 85 33.6 92 28.0

55 14.6 72 32.1 86 38.5 93 28.0

60 17.8 74 31.5 87 38.5 1952-59 14.5

63 ユ9.1 75 26.7 88 34.5 1960-69 2⑪.3

64 20.3 76 32.3 89 30.8 1970-79 31.2

65 20.7 78 34.4 90 29.2 1980-89 33.6

70 25.6 80 32.3 91 29.5 1952-93 25.7

(出 所)表1と 同 じ,57ペ ー ジ。

表5進 学 率 (%)

年 小学校への進学率… 小学櫛 ら中学校へ 中学校から高校へ 高校か ら大学へ

1952-53 84.0034.85 56.96 26.27

59-60

69-70

95.44:51,76

97.62175.53

75.98

83.15

37.49

39.73

79-80 99.6895.58 62.75 43.96

89-90 99.9099.62 79.60 44.40

93-94 99・壁
_」99.53

87.78 65.48

(出 所)表1と 同 じ,268ペ ー ジ。

3).,経 済 成 長 と物価 の安 定 とが 両 立 してい た。

これ らの 三 つ の経 済指 標 の組 合 せ に示 され た 台 湾 の順 調 な発 展 過 程 は,各 国

の経 済発 展 の事 例 の なか で も際 立 った もの と考 え られ るが,こ れ を 可能 に した

要 因 と して,国 民 の勤 勉 と倹 約 噸 表4),に 加 えて,人 的 資 源 の 質 的 向.ヒを背

景 と して,生 産性 が向 上 した とい う こ とが 重 要 で あ る。儒 教 を 基盤 とす る社 会

的 風 土 に お い て は,次.世 代 へ の 教 育 が 最 も重 視 され るが の(表5),こ れ は経 済

成長 の 支柱 とな っ た と考 え られ る。 他 方,第 二次 世 界 大戦 後,先 進 国で は ケ イ

ンズ 主義 的政 策が 採 用 され,世 界 経 済 は 持 続 的 な 経 済 成長 を経 験 し,ま た貿 易

＼1951年には66,6%,1952年 には23.1%で あり,1953年 から9%腿 下で安定的に推移している。台

湾省政府上計虎編印,「台湾物価統計月報』。

4)台 湾国民の平均貯蓄率は,1972年 以降30%を 超えている。表4参 照。

5)進 学率については表5を 参照。
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台湾経済発展の戦略と中小企業.(563)97

自由化も急速に進展 したが,こ れ らの要因は台湾の輸出を容易にし,台 湾経済

の成長にも寄与した。戦後の大量生産体制の下でも生産工程のすべてを自動化

することは不可能であり,標 準化技術で対応 しえない生産過程については,労

働集約的性格が強かった。 とりわけ組み立て工程の多 くは,先 進国から,相 対

的に労働力が豊富かつ安価な発展途上国に移された。台湾の輸出の主力である

中小企業は,1970年 代まで このような状況を背景に台湾の経済発展を支えたの

である。.

しか しなが ら1980年代に入ってからは,他 の発展途上国も輸出指向型の政策

を採用 し,台 湾よりも安価な労働力を武器 として世界市場に加わった。このた

め台湾経済は困難に陥 り,産 業構造は転換を迫られてお り,従 来の経営方針は

試練に直面している。 この新たな状況への対応が,台 清の中小企業の現在の課

.題といえよう。

1輸 入代替政策の時期の中小企業の発展

第二次世界大戦後まもない時期には,台 湾はいわゆる 「輸入代替」政策を指

向 していた。 もともと輸入代替戦略は,外 国製品輸.人の防遏を主眼としていた。

台湾め主力輸出製品であった砂糖や米などは,1950年 代初期には日本市場や中

国市場か ら締め出された。その結果台湾は外貨不足に陥 り,そ のため海外から

の原材料の購入は大幅に制限された。

植民地時代の日台分業体制を反映 して,戦 後台湾経済の担い手 となったのは,

国内の民間需要向けに活動する軽工業部門の中小企業や小規模商業であった。

このような中小企業の発展のためには国内の購買力は十分ではなかったが,他

方輸出市場における海外製品との競争も困難な状態であった。さらに,台 湾の

国家 「開発独裁」体制5}の下で,中 小企業は特定の生産部門 ・販売市場から排

6)中 国共産 党 との対峙の状況.ドで,1948年5月 にいわゆ る 「動員動乱時期臨時條款」(非 常事態

緊急措置法)が 制定 された。 これは大統 領に対 して財政,経 済 を含む集中権限 を与 える超法規的

措置で あった。 これ は1991年5月 まで有効 であ りた。
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除 され,民 間 中小企 業 は 国営 企 業 が参 入 しに くい 領 域 に消 極 的 に位 置付 け られ

た にす ぎ なか った 。

1950年 代 の台 湾 の輸 入代 替 政策 は,民 間 中小 企 業 の生 産 物 を 民 間 で需 要 し,

輸 入 品 を国 産 品 で代 替す る とい う政 策 で あ った 。 必 要 な原 材料 は川 上 に い る 国

営 企 業 が 供 給 した。 輸 入代 替 促 進 のた め の具 体 的 な政 策手 段 は,外 貨 管 理 と輸

入 制 限 政 策 で あ っ た7'.外 貨 管 理 の 一 環 と して,1951年 に は複 式 為 替 レー トが

採 用 さ れ た%こ の 複 式 為 替 レー ト政 策 は,1952年 に は さ ら に 多 元 複 数 為 替

レー ト制 の 採用 へ と発 展 したが,,こ れ は輸 出業 者 に不 利 に作 用 した 。

他 方,電 力,繊 維,肥 料 な どの 主 力 産 業 が優 遇 され,化 学 肥 料,セ メ ン ト,

繊 維 製 品,ガ ラス,合 板,製 紙 自転 車 な ど国 内 で発 展 途 上 に あ った す べ て の

軽 工 業 製 品 を輸 入 統 制 下 に置 き,場 合 に よ って は輸 入 を一 時 禁 止 しだ0,。 これ

ら製 品 の台 湾 で の価 格 と世 界 市 場 で の価 格 の格 差 は4倍 まで 開 き,消 費 財 輸.入

が 輸 入 全 体 に 占 め る 割 合 は,1952年 の19.9%か ら1958年 に は6.4%に 下 が った

(表6.)。 こ う した政 策 に よ って外 貨 を節 約 す る と共 に,雇 用 機 会 を創 出 して 失

業 を も減 少 させ る こ とが 目指 され た ので あ る。 国 際 競 争 力 を持 た な い 「輸 入 代

替 」 産 業 に,こ の よ うな 政 策 に よ って有 利 な環 境 が 作 られ るの で あ る。

1950年 か ら1953年 まで の土 地 改 革1uも,国 内産 業 に良 好 な発 展 条 件 を 与 え た 。

7)1949年 に 「台湾 省輸出入貿易 と為替.金銀管理規則」が公布 され,輸 人品を輸入許可,輸 入一時

禁止,輸 入統制,輸 入禁止 の四種類 の品目に分 け,輸 出品 を輸出許可,輸 出統制,輸 出禁止 の三

種類の品 目に分けた。

8)複 式為替 レー トでは,政 府 の海外か らの物資調達や機械設備の輸入には低い公式 レー トが採用

され,そ の他の ・般製品の輸 入には比較的高い為替 レー トが採用された。1949年 国民政府 の台湾

への撤退に際 して,為 替 レー トは1ド ル5台 清元 と定め られた。当時の台 湾元は.対 外価値 とい

う点で高値には りついていた。輸 出業者の輸出 によって得 られた外貨の全 額は,中 央銀行 に売却

されねばな らなか った。 中央銀行 はその外貨金額の20%を.公 定 レー トで台 湾元現金で払 い戻 し,

残 りの8⑪%を 外貨証 明書で払 った。 この外貨証明書は市場で流通するこ とが可能で あ り,輸 入に

当た っては市場で外貨証明書 を購 入し,台 湾銀行に持ち込んで同額の外貨 を得 ることがで ぎた。

1963年 に単 一為替 レー ト制度が確立.されたの と同時に,外 貨 証明制度 は廃1トされた。

9)1ド ルの台湾 元に対 す る レー トは製品 によって異なる.重 要物資や 設備の輸入為 替 レー トは

10.35で,伝 統製品輸出は14.75で.一 般製品輸 入は15、90で,そ して,市 中 レー トは27で あった。

10)19996月 か ら9月 まで23種 類の品 目の輪人が統制下に置 かれ,1955年 にはこれ にタイヤ,醤

油,小 麦粉 など20種 類の品 目が加 えられた。

11)三 七五小作料引 卜.げ,耕作者土地所有,公 有 地払 い下 げ。
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表6輸 入 構 造

(565}99

〔%)

年 資本財 原料 消費財 年 資本財 原料 消費財

1952 14.2 65.9 19.9 1975 30.6 62.6 6.8

53 15.6 67.1 17.3 1980 23.4 70.8 5.8

54 15.1 72.3 12.6㌦ 1984 13.6 78.6 7.8

55 16.5 74.7 8.8 1985 14.1 76.9 9.o

60 27.9 64.0 8.1 1988 14.9 73.7 11.4

65 29.3 65.6 5.1 1990 17.5 70.4 12.0

69 34.7 60.8 4.5 1993 15.4 64.0 11.7

70 32.3 62.8 4.9

〔出所)表1と 同 じ,195ペ ー ジ。

表7民 間,公 的 別 製 造 業 の 生 産 割 合 (%)

年 民間 公的 年 民間 公的 年 民間 公的

1952 43.8 56.2 65 63.2 36.8 85 88.0 12.Q

53. 44.1 55.9 67 71.2 28.8 90 88.9 11.1

54 50.3 49.7 70 79.4 20.6 92 90.1 9.9

55 51.3 48.7 75 85.8 14.2 93 89.5 10.5

60 56.2 43.8 80 85.5 14.5

(出 所)表1と 同 じ,84ペ ー ジ。

土 地改 革 に よ って農 業 の 労 働 生 産 性 が 大 幅 に上 昇 したL2,結 果,農 業部 門 の 余剰

労 働 力 は 国 内 の工 業 部 門へ 流 出 し,台 湾 の 労 働 集 約 的 産 業 を助 け た。

この 時 期 に は政 府 に よ る 民 間企 業 か ら の調 達 の 増 加 が あ っ た。 た と え ば,

1952年 に は 軍服 な どの製 品 の生 産 が 民 間企 業 に委 託 され た 。 この よ うな輸 入代

替 政 策 の効 果 もあ って,民 間製 造 業 の 生 産 高 が 総 生 産 に 占 め る割 合 は,.1949年

の27.5%か ら1952年 に は43.8%に.ヒ 昇 し,さ ら に1954年 には50%を 超 え,1960

年 に は56.2%に な り(表7),.卜 年 間で 生 産 額 は7倍 以上 に増 大 した。

1950年 代 末期 ま で,こ の よ うな政 府 の輸 入 代 替 政 策 の ドで,台 湾 の 製 造 業 の

12)1952年 か ら1966年 まで の間,台 湾 の農業生産の成長率 は4.6%で あ った。 これ は主 と して技術

進 歩に よる もので あ った。 この期 間 の毎年 の技 術改 善率 は2.1%で,産 出増 加へ の寄 与度 は

46、4%に も達 した。 彰作奎,林 栄,「 台湾農業 生産構造 の研究」 国立 中興大学経 済研 究所,

1989。
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表8製 造 業 の 成 長 率 (%)

年.. 成長率 年 成長率 年 成長率 年 成長率

1952 32.5 64 23.2 78 24.1 92 4ユ

53 33.3 66 16ユ 80 62 93 23

54 7.2 68 24.9 82 O.8 1953-59 13.2

56 臥6 70 22.2 84 12.4 60-69 16.5

58 7.8 72 22.7 86 15.3 70-79 15.3

60 14.3 74 一6 ,4 88 3.6 80-89 7.2

62 8.1 76 25.6 90 一 〇
.7

〔出所〉 表1と 同じ,82ペ ージ。

年 平 均 成 長 率 は13.2%に 達 した(表8)。 と りわ け繊 維 産業 は53.3%13}と 最 も

高 い 成長 率 を示 した。 繊 維 産業 は,1950年 代 の 台 湾 の リー デ ィ ング イ ン ダス ト

リー と言 え よ う。

しか しな が ら,こ の よ う な政 策 的 保 護 に よ る急 速 な 民 間企 業 の生 産活 動 の反.

面,国 内 市場 で の消 費者 の購 買力 は生 産 に追 い つ か な か った。 そ の た め,1954

年 前 後 に は 台 湾 の 国 内市 場 で は飽 和 現 象 が 見 られ る よ うに な り,製 造 業 の生 産

.の 伸 び率 は 大 幅 に低Fし た1吸 表8)。 民 間企 業 の 激 しい 価 格 競 争 の結 果,利 ざ

や は 縮 小 して 製 品 の 品 質 も低..ドした 。 こ の よ う な現 象 は1950年 代 末期 ま て続 き,

政 府 は1953年 に石 鹸,ドブ ラ ス チ ック,電 球,マ ッチ.,木 材,小 麦 粉 な どの六 大

産 業 につ い て 新規 参 入 を禁 止 した。 しか し事 態 はあ ま り改 善 しな か った 。1958

年 に 企 業 倒 産 が大 量発 生 した た め,政 府 は新 規 参 入 禁 止 政 策 の 対 象 業種 を拡 大

す る と共 に,1959年 に は最 低 企 業 設 立規 模 の制 限 も採 用 した15)。結 局,1950年.

代 の 「輸 入 代 替 」 政 策 に お い て は,輸 入規 制,外 貨 管 理 に加 えて,.参 入 規制 も

が 採 用 さ れ,市 場 原 理 の歪 曲 は さ ら に著 し くな っ た ので あ る。

13>1949年 か ら1954年 までの年平均値.台 湾 の紡績業の発展の基盤の一つは,大 陸資本が台 湾に設

立 した紡績企業であ った。 もう ・つは,19畑 年 に政府が 「台湾告発震紡織業弁法」を制定 し,新

規企業の参入規制 と設備規模 の制 限や原料 の優先配給 など保護育成政策を行 った ことであ る。

14)国 内製造業 の平均 成長率は,1954年 に7.2%ま で 下が り,前 期 より26.1%..F落 した。 その後,

1950年 代後期まで下落 し続けた。

15)経 済成長 につれ てこの規則の適用基準 は拡 大され,1965年 に 「工業 輔導準則」(1961年 に制定

された もの)と 組み合わされて.長 期的に適用 された。
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以上の分析から,1950年 代の台湾の輸入代替指向の政策は,1954年 前後には

その有効性を失い,逆 に企業間の悪性競争や台湾経済の発展の歪みの要因と

なっていたと考えられよう。台湾経済の発展を維持するために,.政府は政策の

転換を模索する必要性に迫られたのである。1950年 代中期以後採用された,輸

出商品に対す る各種の税金還付制度は,輸 出指向的な政策への転換の嚆矢で

あった6

II輸 出指向型政策の下での中小企業の発展

1955年,輸 出指向型の政策への転換の端緒 として,製 造業の製品の輸出に対

して各種の税金を払戻すという 「輸出過税」制度が採用された。 これは従来の

輸入代替政策によって生 じていた不利を相殺ずるための政策であった。さらに

1958年 から,複 式為替 レー トにおける交換比率較差の縮小が開始され,同 時に

台湾元の大幅な切下げが始まった。このように1950年代後期の台湾の経済発展

戦略は,輸 入代替型の政策と輸出指向型の政策という異なった方向性を持つ政

策の併用に基づいていた。

1963年 には最終的に単....一為替 レrトU)に 移行 した。1960年 代には 「輸出過

税」の品目が拡大され,輸 出に関する手数料の値下げや.手続きの簡素化も進み,

輸出指向型の政策が本格的に進められることになった。輸出業者には直接補助

が行われた。また,銀 行からの低利輸出優遇貸出制度も,当 時金融難に直面し

ていた中小企業輸出業者には有益であった1㌔

輸出指向型政策の最も代表的な例は,1965年 に設立された 「輸出加工区」で.

あった。各種の優遇措置を与えられたこの加工区は,台 湾の.発展を牽引する役

割を担った。加工区からの労働者の移動や企業家の交流,製 品の取引が進み,

輸出に関する理念や生産経営技術の加工区から他地域への移転や拡散が進んだ。

16)1958年 に1ド ル=36,38-37.88に 設 定 され た 。 上959年 には37.70-40.10,1960年 か ら1ド ル=40

台 清 元 とな り,1950年 代 初 期 と比 べ る と50%以 上 の切 り下 げ とな った 。.

17)政 策 を う け て,銀 行 は1957年 か ら輸 出 優 遇 貸 出 制度 を 提供 し.輸 出 額 の二 分 の 一 を低 利 で 融 資

した。 また,1959年 か ら適 用 範 囲 を 拡 大 した 。
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.そ の 結果,台 湾 全 体 が いわ ば一 つ の巨 大 な輸 出 加 工 区 に発 展 して い った ので あ

る。 輸 出 加工 区 の 成功 は,台 湾 の経 済 発 展 に大 き く貢 献 した と考 え られ る。

台 湾 の 製造 業 の 成 長 を促 進 した も う一 つ の 要 因 は,1960年 に行 わ れ た 国 内投

資 環 境 の 改 善,産 業や 貿 易 の規 制 緩 和 と,同 年9月 か ら実 施 さ れ た 「奨 励 投 資

条例 」 で あ った 。 同 条例 の 目 的 は主 と して外 国 資 本 及 び華 僑 資 本 の 導 入 で あ っ

た 。196Q年 代 後半 期 に 台湾 に投 資 を行 っ た海 外 企 業 の 数 は,1970年 代 前 期 ま で

の 輸 出 加 工 区 企 業 数 を上 回 り1紛,奨 励 投 資 条 例 が レ 台 湾 製 造 業 の生 産技 術 輸

`
出,経 営 管 理 に寄 与 した こ とを窺 わ せ る。 これ に よ り,台 湾 経 済 は1950年 代 末

期 の 停 滞 か ら脱 出 し,1960年 代 の 国民 総 生 産 平 均 実 質成 長 率 は9.2%に 達 した

の で あ る 。

195D年 代 末 期 か ら実 施 さ れ た輸 出拡 大 政 策 に対 応 じて,輸 入 につ い て は逆 に.

厳 しい 制 限 が 加 え られ た 。 国 内 産 業 を保 護 す るた め に関 税 率 は引 き上 げ られ,

輸 入 税 に も新 しい 項 目,た とえ ば 国 防税,港 湾 税 が 設 け られ た 。 この よ うな措

置 は1970年 の 規 制 緩和 措 置 まで 続 け られ てい る。 そ の ほか,1963年 か ら耐 久 消

費 財,た とえ ば クー ラー,冷 蔵 庫,テ レ ビ;ラ ジ オ,バ イ ク な ど に は累 進 自給

率 が 要 求 され,新 規 参 入 に は 障 壁が 設 け られ た。 既 存 の輸 入 代 替 企 業 に対 す る

これ らの 政 策 の 保 護 効 果 は 大 きか っ た。

「輸 出 奨 励 」 及 び 「外 資 導 入 」 政 策,他 方 で の外 国製 品 の輸 入 制 限 と 「輸 入

代 替 」 企 業 の 保 護 政 策 とか らな る 政 策体 制 は,台 湾 の製 造 業 と りわ け 中小 企 業

の発 展 に大 きな 影 響 を 及 ぼ した 。民 間企 業 の売 上 高 は,1970年 初 期 に31960年

初 期 の売 上 高 の7.8倍 に 上 昇 した 。 民 間 製造 業 の 生 産 高 ば,ユ954年 に は 国営 企

業 の生 産 高 を上 回 り,1970年 以 降 は 国 内 の 製造 業 生産 高 に対 す る民 間製 造 業 の

割 合 は9割 近 く1とな った 。.そして,中 小 企業 の数 は1976年 に は1966年 の3倍,

6万7千 社 に増 加 し,従 業 員 数 屯5倍 の150万 人以 上 に達 した19》。

18)年 平均で195.6の 投資件数があ ひ,輸 出加工区の186軒 よ りも多か った。

19)劉 進度 「民間企 業の発 展」,谷 浦孝雄編r台 湾 の工業化=国 際加工基 地 の形 成』,170-171

ペー ジ,表6-9,6-10。 アジ ア経済研 究所,1988。
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国 内 市 場 指 向 の輸 入代 替企 業 の長 期 にわ た る保 護,及 び1953年 の六 大 産 業g
、

新 規 参 人 制 限や1959年 の 企業 設立 最 低 規 模 規 制,1963年 の 累進 自給 率 の規 制 な

どの 政 策 に よ って,台 湾 の 産業 構 造 は激 し く変 化 した 。 そ の結 果,台 湾 企 業 は

以 下 の 三 つ の グル ー プか ら構 成 され る こ と にな った 。 一 つ は,生 産 の川 上 に位

置 し,原 材料 を 供給 す る 国営 企 業 で あ った 。 二 つ 目 は,輸 入代 替 指 向 の政 策 の

段 階 に 政府 か ら補 助 や 保 護 を受 け て,国 内 外 の 製 品価 格 差 か ら利 益 を享 受 した

民 間 大企 業 で,相 対 的 に規 模 が 大 き く国 内 市 場 向 けの 中 間財 や 資 本 財 の生 産 者

で あ った 。 これ らの 企 業 は一 般 的 に比 較 的 早 い時 期 に設 立 され た企 業 で あ る鋤。

三 つ 目は,国 内市 場 が飽 和 す る につ れ,主 と して輸 出 に活 路 を見 出 して い った

比 較 的 規模 の小 さい 企 業 で あ った 蹴1。台 湾 で は,中 小 企 業 によ る輸 出 が 総 輸 出

に 占 め る割 合 は常 に6割 以 上 で あ る。 台 湾 にお い て は,・大企 業 が 主 と して 国 内

市場 向 け の 生産 を行 うの に対 し,中 小 企 業 は輸 出 向 け の生 産 を主 体 とす る。 台

湾経 済 は,い わ ば 「二 重 分 化 市場構 造」 を有 して い た ので あ る励。

台 湾 経 済 の 構 造 転 換 につ れ,台 湾 に お け る外 資 の 役 割 も変 化 して い った 。

1960年 代 前 半 ま で,外 資 の台 湾 市 場 へ の進 出 は 台 湾市 場 で の販 売 を指 向 した も

の で あ り,1964年 に は外 資 系 企 業 売 上 高 の うち,台 湾 か らの輸 出 に よ る もの は

そ の14%に 過 ぎなか った。.しか し台 湾 の相 対 的 に安 価 で豊 富 な労 働 力 は先 進 国

の 賃 金 上昇 の も.とで は比 較優 位 と して 働 い た た め,そ の後 外 資 系 企 業 は一 部 の

単 純技 術 の加 工 工 程 を台 湾 へ 移 転 して,台 湾 か ら海外 へ の輸 出 に比 重 を おい た

輸 出 指 向型 の生 産 に転 じた ので あ る。1960年 代 後 半 に は,外 資 企 業 の生 産 高 は

1960年 代 前 半 の10倍 以 上 で あ った が,そ の8割 以 上 は輸 出 向 けで あ った 。 これ

}まユ960年代 前 半 のユ4箔 と比 べ る と は るか に高 い。 これ らの企 業 は ほ とん ど ア メ

リ カ企 業や 日本 企 業 で あ 窮 なか で も日本 企業 の数 は ア メ リカ企 業 の数 の2倍

2の たとえば,台 湾プラスチック会社,台 湾セメント会社及びその他の紡績会社などであった。

21)1960年 代初期の輸出製品のほとんどが,1950年 代に急速に発展 した国内民間中小企業の製品で

あることから明白である。

.22)1986年 中小企業の営業収入に占める国内販売,国 外販売の比率は1そ れぞれ33.3%及 び6色7%

であり,大 企業は逆に,67.8%及 び32.2%で あった。経済部中小企業魔 『我国中小企業概況」

19860
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以上であった鋤。.

良好な国際経済環境は,台 湾経済に発展の契機を与えた誤,。産業革命以来の

産業技術の発展は,20世 紀に成熟段階を迎えた。大量生産の実現 と同時に,生

産過程における専門化が進行 したが,一 部の生産は機械では十分に対応できず,

大量設備や複雑な技術の要 らない手作業は,コ ス トダウンのために賃金の高い

先進国か ら労働賃金の低い発展途上国に移転 された。台湾はこの機会を利用 し.

て外資導入を行った。1970年 には,外 資導入額は台湾民間固定資本形成総額の

五分の一に達 している2%戦 後の早い時期に台湾において外資導入政策が採用

されたことは,一 般に外資の導入に否定的であった他の発展途上国 とは対照的

であり,台 湾の急速な経済成長を可能にした重要な要因の一つであったと考え

られるのである。

台湾のこのような輸出指向の加工貿易型経済の発展過程は二つの特徴を持つ。

まず第一に,外 国大手企業の下請けとしての性格を台湾経済がある程度まで有

したことである。当時の台湾の相対的に安い労働力資源は,加 工組み立て産業

に比較優位 を有 したが.そ の他の部分,例 えば,研 究開発の支出や機械設備,

原材料の供給や輸出販路の樹立,オ リジナル ・ブランドの開.発などは,ほ とん

ど外国企業任せであったのである。 とりわけ,日 本との問の地理的,文 化的,

歴史的な関係のために,台 湾の企業は日本企業と深い関係を有 している。第二

に,台 湾の企業は基本的に小規模の設備投資及び少数の労働力に立脚 して独自

の生産を行 っているということである。このような小規模生産体制は輸出加工

型の生産に適切であった と考えられる。問題は,以 上指摘 したような台湾国内

外の有利な条件が,次 第に失われていったということにあるbと りわけ,東 南

アジア諸国を含む他の発展途上国の追い上げが現実化してからは,台 湾経済の

23)高 雄 にあ る加工輸出区の企業の60%は 日本企 業 との関連を持つ。

24)1960年 代後期の産業構造調幣に より,ア メリ方合衆 国の労働集約 的産業 は競争力 を失い,こ れ

らは海外投資や逆輸入を行 うに至6た 。

25)1970年 台湾 の民 間固定 資本形成は280億 元であ り,同 年 の外資導人 頼は56億 元であ った。1960

年か ら1970年 まで外資尊人総額は216億 元であ った。

.
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それ まで の 労 働 集 約 的 な 発 農 は,限 界 に突 きあ た った と言 え よ う。

III石 油危機以降中小企業の状況

前 述 の よ う に,197⑪ 年代 初 期 ま で の 台湾 の急 速 な経 済 成 長 は輸 出 産業 の発 展

に支 え られ て い た 。 この 過程 で個 々 の輸 出企 業 は相 互 に密接 な関係 を持 つ に至

り,原 材料,部 品,半 製 品 な どの調 達 は容 易 に な った 。 また 簡 単 な技 術 的課 題

につ い て は 自力 で解 決で きる よ うに な った 。 日本 との 垂 直分 業 関係 は ま だ続 い

て い た が,重 要 な ご.とは,国 内産 業 と くに 中小.企業 間 に はすで に網 目状 の取 引

組 織 が 成 立 して い た こ とで あ る。 先 進 国 の 大 手 企 業 の 複 雑 な 生 産 方式 とは 異

な った,中 小 企 業 の小 回 りの 効 く活 動 に立 脚 しつ つ,台 湾 は経 済 発 展 を遂 げ た

の で あ る。

1970年 代 に入 り,台 湾経 済 も石 油危 機 を き6か け とす る 国際 的 な不 況 の 打 撃

を受 け た。 しか しなが ら,政 府 は 「十大 建設 」25}を始 め,「 第 二 次 輸 入 代 替 」 政

策 訓 を採 用 し,こ れ に次 し・で 十 二項 建設 を実 施,景 気 を刺 激 した の で,持 続 的

成 長が 実 現 した 。1970年 代,1980年 代 を通 じて平 均 ユ0%以 上 の 成 長 率 が 記 録 さ.

れ た。 と りわ け1978年 には 成 長率 はM%に 上 昇 してい る。 この 時 期 には,機 動

性 を生 か した 中小 企 業 の生 産 ・.経営 が 成 功 したた め,主 力 産 業 は そ れ ま で の 紡

績 業 な どか ら電.子産業 な どに転 換 した。 こ の成 果 は,政 府 部 門 の投 資 拡 張 の効

果 に も依 存 して い るが,し か し民 間部 門.,と くに 中小 企 業 の 輸 出拡 大 に 負 う と

こ ろが.大きい と言 え よ う。

台 湾 の貿 易収 支 は1971年 に は均 衡 した 。1990年 代 には 世.界第 二位 の外 貨準 備

を持 つ に至 って お り,累 積 した 外 貨 準 備 は国 民 総 生 産 の4割 前 後 に達 した路♪。

26)十 大建設は,南 北高速道路,鉄 道電気化,北 廻り鉄道,台 中潜,蘇 湊港,原 子力発電所,中 正

国際空港などインフラ整備をその主な内容としていた,12項 建設も主要項目は.インフラ関連であ

る。

27)主 として資本集約型や技術集約型産業を発展させ,資 本財や耐久消費財を製造し,従 来の輸入

品であるこれらの製品を代替する。

28)1970年 はすでに貿易収支が均衡し,1971年 から台湾の対外貿易は長期の入超から長期の出超へ

と転 じた。1976年には10億ドル,]983年 にぽ50億 ドル,1985年 には100億ドルの貿易黒字に達 し,

⊥989年には140億ドルと最大を記録した。その後貿易黒字は徐々に縮小 し,1993年 には75億 ド/
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表9為 替 レ ー ト

年 購入 レー ト 年 購 λ レー ト 年 購入 レー ト 年 購入 レー ト

1963 40.00 80 35.96 85 39.80 90 27.11

72 40.00 81 37.79 86 35.45 91 25.75

73 37.90 82 39.86 87 28.50 92 25.40

77 37.95 83 40.22 88 28.1 93 26.63

78 35.95 84 39.42 89 26.12

1出 所)表1と 同 じ,152ペ ー ジ。

1980年 代 以 降 の台 湾 経 済 の構 造 変 化 や,外 国 の 圧 力 の 影 響 もあ っ て,政 府 の

経 済 活動 に対 す る支 配 力 は次 第 に失 わ れ て い った 。 最 も典 型 な の は,労 働 運 動

及 び環境 保 全 運動 で あ る。 労 働 運 動 に よ る賃 上 げ や 環 境 対 策 に よる コス ト上 昇

は,特 に中小 企.業の経 営 に大 きな打 撃 を与 えた 。 中小 企 業 の 対 応 と して は,生

産技 術 の 向 上 や 海外 投 資 の拡 大 が 残 され てい た の み で あ った 。 そ の た め1980年

代 中期 以 降 には 中小 企 業 の 海外 投 資 ブ ー.ムが 起 きて い る。

ア メ リカ合 衆 国 市場 は長 期 にわ た っ て 開放 的で あ りつ づ けた た め,台 湾 製 品

の主 力 市場 とな った 。 と りわ け1980年 代 初 期 に は,ア メ リカ合 衆 国 へ の 輸 出 は

台 湾 の総 輸 出の 半 分 を占 め るに至 り,貿 易 摩 擦 が 生 じた 。 ア メ リカ政 府 の 圧 力

を受 け て台 湾 で は市 場 開放 が進 め られ,台 湾 元 は切 上 げ られ た 。1978年 か らは

関税 率 の 引 き下 げ が 始 め られ,輸 入 制 限 製 品 項 目 も削 減 され た鋤。 輸 出 専 業 企

業 の 国 内販 売 もユ984年 に許 可 され,1953年 か ら実 施 され て い た 新 規 企 業 の 参 人

制 限や1962年 か らの 自給 率 制 限 も この 時 点 に撤 廃 され た。 その 結 果,二 重 構 造

の色 彩 は薄 ま っ た30〕。

1985年 か ら1989年 まで の 間 に,台 湾 元 は50%以 上 切 り上 げ られ た(表9)。.

＼ルまで減少した。1993年末まで累積した836億 ドルの外貨準備が,1993年 国民総生産の3182億 ド

ルに占める比率は38,3%に 達 した。

29)1983年 に輸入制限を大幅に緩和 し,1988年 には全製品の1.6%し か規制されなかった。また,

1986年に 「完税価格制度」を取消,1990年 に関税負担率1関 税収入/輸 入総額)は5.56%に 下

が った。

30)中 小企業の営業収入に占める国内販売,国 外販売比率から見れば,1972年 には44:56で あ 吃

1980年には33=67で あ り,1982年 には最高の24;76で あった。以後徐々に縮小 し,1987年 には

38:62,1988年 には51;47と,始 めて国内販売が国外販売を上回った。1999年には63=33と 逆ノ

」
』
潮

選
曇

.

牽

雪

呪



台湾経済発展の戦略と中小企業.(573)107.

急速な元高は台湾のそれまでの価格競争力を奪い,台 湾の加工型経済発展は打

撃を受けた。 とりわけ,輸 出依存度の高い中小企業に対する影響は深刻であっ

た。研究開発や販路の確保,そ れに工程の川上や川下の企業との連携が十分で

ない場合には,中 小企業の存立は大きな困難に逢着したと考えられる。

IV台 湾の中小企業政策 と中小企業

台 湾 の 中 小 企業 の 成 長 の 要 因 と して は,台 湾 社 会 に お け る個 人 主 義 的傾 向 の

他,政 府 が 比 較 的 安 定 した 経 済 環 境 を作 り謝,外 国資 本 や技 術 を導 入 し,中 小

企 業 の 経 営 コス トを 下 げ た,と い う こ とが 重 要 で あ る。 台 湾 は1954年 に 「外 国

人 投 資 條 例 」 を 制 定 した が,こ れ に よ っ て海 外 資 本 の台 湾 資 本 額 に 占め る比 率

はお よそ1幅 に 達 した 。外 資 の投 資 対 象 は,主 に電 子,電 機 産 業 や 化 学 産 業 で

あ る。 外 資 は 台 湾 にお い て 市 場 占 有 率 を確 保 す る こ と,ま た台 湾 の 比 較 的 安 い

労 働 力 を使 って 輸 出 を 行 う こ とを 目的 と して い る 。技 術 面 で は,外 資 系 企 業 が

台 湾 の外 部 に 由来 す る技 術 を 利 用 す る比 率 は86%で あ り,外 資 が 台 湾 の技 術 進

歩 に おい て 大 き な役 割 を演 じて い る こ とは 間 違 い な い 。

1962年 に台 湾 は 「技 術 合 作(協 力)條 例 」 を 制 定 し,積 極 的 な技 術 導 入政 策

を進 めた 。 技 術 導 入 先 を国 別 にみ れ ば,日 本 が 最 も多 く半分 以 上 を 占 め て お り,

業種 別 で は電 子,電 機 製 造 業 が4割 以 上 を 占 め て い る 。技 術 導 入 の効 果 と して

は,新 製 品 の 開発 や 製 品 の 品 質 の 向 上,コ ス トの 引 下 げ に 対 す る寄 与 が指 摘 で

き るだ ろ う。 そ の ほか 垂 直 的,水 平 的 に結 ば れ た 系 列 企 業 へ の 波 及効 果 も大 き

い 。 しか しな が ら,台 湾 の 中小 企 業 の 財 務 体 質 の 弱 さ の た め に,技 術 導 入 は主

と して大 企業 で行 われ て きてい る。 中小 企 業 の 技 術 導 入 には 解 決 さ れ る べ き問

題 が まだ残 さ れ て い るので あ る。

＼転した。ただし,1988年以後は,中 小企業の営業収入の中には他の営業収入にも含まれるので,

国内販売,国 外販売合わせて100にならない。台湾銀行経済研究室,『中華民国台湾地区工業財務

状況調査報告」第15輯一31輯。

31)1990年 代中頃までの台湾の権威主義的政治体制の下では労働運動は抑制され,労 働賃金は人為

的に押さえられた。このことは,と りわけ中小企業の安価な労働力への需要にとって特に重要で

あろう。
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表10中 小 企業政 策の変 遷

期間 輔導機関 法令根拠 対 象 目的,内 容及び相関法 令

1960年 代 中小企業指導 投資奨励條例 輸出実績を持 .ユ,指導範 囲,目 標,項 目を明確 に規定 ∫

工作小組 (1960-90) ち発展潜在力 i2,重 点輔 導

(1964-68) 中小企業輔導 を持 。ているi 3,中 小企業 の生産力向上,設 備更新,

中小企業指導 準 則(1967一
;中小企 業

輸 出拡 大,融 資提供。

庭(1968-69) 77) i4,1954年 か ら行 政院所 属 「工業 委員1

会」が米国の援助を運用 して,小 規…

1模 民営企業に対する借款を増額する。…

i

15 ,1963年 に為 替 レー トー.「本 化 。
」

1970年 代 経済部工業局 改定された中 製造業中小企i 1,資 金,技 術 及び販売 を助成す る。

(1969-81〕 小企業輔導準 業,サ ー ビス: 2,中 小企 業経営環境の改善。

則(1978-90) 業を除き 3.系 列関係 の推進。

4,中 小企業 の合併 によ り規模拡大。

5,19ア4年 中小企業信用保証基金設立。

6,玉975年新銀行法 によ り中小企業銀行

の改制 。

1980年 代1 経済部中小企 改定された中 運送,サ ー ビ 1,中 小企業体質 の改善。

業劇1§81一現 小企業輔導準 ス業を含む中 2,中 小企業 融資対応。

在) 則,輔 導中小 小企業。 3,1979年 工業弦術研究 院,生 産力セ ン1

中小企業輔導 .企業発展中期 ターによ り自動化,品 質管理。

小組の設立 計画11984)。 4.金 属工業 発展 センター,紡 績工業発

(198の 輔導中小企業 展 セ ンターレ食 品工業研究所 によ り

方案(1987)o 技術向上,品 質管理,財 務管理,市

場 開拓 など。

5,玉987年 に 「輔導 中小企業方案」に よ

る中小企業輔導小組の設立及び各地

サビースセ ンターの設立 により人材

育成,融 資助成,海 外投資助成。

1991年 以後 経済部中小企 中小企業発展 定義されたす 1,中 小企 業市場 開発,経 営 合理化,.企

業庭,研 究機 ;條例 〔1991>。. べての中小企 業間交流、技術取得,人 材育成など

関,.金 融機関,. 促進産業昇級 業団体 を助成 し,体 制 を建立す る。

信用保証機関 條例 〔1991)0. 2,工 業区の設立 。

など各資会社i 3.長 期的計略対 策の制 定。

の設立。 4.中 小企業発展基金の設立及び開発

投
5.中 小企業政策審議会の設立 。

〔出所)著 者作成。
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台湾政府の中小企業政策は(表10参 照),遅 れ馳せながら1964年 から始まっ

た。1964年 には中業(台 湾=ア メリカ合衆国)基 金経済合作発展委員会に,

「中小企業指導工作小組」が設置された。 これは政府が正式に設置 した機構で,

これによって中小企業に対す る指導が開始された。1967年 には重要な 「中小企

業輔導準則」が制定された。 これは輸出実績や発展潜在力のある中小企業を対

象とし,指 導の範囲,目 標,指 導項 目などについて明確に規定 したものである。

1969年 に担当機関は上述の委員会か ら経済部(通 産省)の 工業局に移 り..製造

業中小企業を対象として,資 金,技 術および販売に関する助成を行った。とり

わけ1974年6月 の中小企業信用保証基金の設立や,1975年 の新銀行法によって

各 「合会貯蓄会社」が中小企業への資金提供を専門に行 う中小企業銀行へと改

組されたことは,中 小企業の融資及び信用保証に大きな役割を果た した。

1979年,.行 政院は科学技術発展計画を採択,工 業技術研究院の機能を強化し,

中小企業に対 して技術や製品に関する指導を行 うことになった。また,生 産力

中心(セ ンター)を 通 じて,中 小企業の自動化や品質管理の推進を支援した。

1981年 には経済部に中小企業虞(局)が 設置され,中 小企業の専門的な助成機

関として位置づけられた。中小企業虞によって中小企業補導準則が改正され,

中小企業発展の中期計.画も制定された。1987年 の台湾元の切..hげに際して}ホ,

「輔導中小企業方案」を制定 し,ま た中小企業輔導小組が設置され,各 地方で

サービスセンターが設立された。そ して1991年 ユ月には 「中小企業.発展條例」

が制定され,中 小企業助成の法的基礎はようや く完備 したのである。

1981年 までの時期にも中小企業政策は行われていたが,専 門の管轄機関は存

在せず,他 の分野をも管掌する機関が中小企業政策を行っていた。そのためそ

の.発言力は弱 く,主 たる活動は中小企業に対する融資の支援に限られた。1981

年の中小企業威の設立によ・り,中 小企業の輔導機関が整備されたが,し か しこ

の時点では法律的基礎は整えられていなかった。いま.だに中央と地方や各部門

の権限が統...一されていない ことも問題である。

中小企業政策の最初の根拠は19674fの 「中小企業輔導準則」であり,そ の後
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.5回 の準則の改正が行われた。1987年 には 「輔導中小企業方案」に変わ り,中

小企業の人材育成,中 小企業への融資,中 小企業による海外投資やカルテル化

などを助成することが 目的とされた。 しか し,こ の二つの政策とも法律ではな

.く行政命令に基づいており,中 小企業に対する効果はあまり期待できなかった。

ようや く1991年 に 「中小企業発展條例」が制定され,法 的根拠が完備された。

この條例 により,従 来の短期の対策に代わって,長 期的な戦略的政策が確立さ.

れ,.各 機関の協力を得て共同執行されるようになった。.

1980年代以前には,中 小企業の事業は主 として労働集約型産業や加工輸出産

業で行われてお り,技 術集約型産業は少なかった。 しか しながら1980年 代に入

ると国際競争が激化 し労働集約的産業は嗣難に見舞われ,そ れ以後は技術 ・品

質の向上が切実な課題 となっている。政府は,生 産力センター,工 業技術研究

院,金 属..工業発展センター,紡 績.工業発展セ ンター,食 品工業研究所などの技

術管理機構の力を用い,指 導,支 援体制を確立 した。それとともに各種の教育

計画を策定 し,生 産技術,品 質管理,財 務管理,市 場開拓などの面で中小企業

を支援 した。1983年 に,経 済部は中小企業の経営管理,技 術向上に関する特別

行動計画を実施 した。計画では,工 業自動化技術サー ビス,エ ネルギー効率

サービス,海 外販売サービスの各 グループが設置され,中 小企業が抱える問題

に対する対策が打ち出された。また,1960年 から1990年 まで実施された 「投資

奨励條例」の終了に伴 って,中 小企業の研究開発投資を高める目的で1991年 に

「促進産業升級條例」が制定された。租税減免,開 発基金の設置に加えて,工

業団地を設置 し,ま た中小企業に対 して機能別に奨励を与えることが目指され

ている。

これらの政策に問題が無いわけではない。台湾の中小企業政策の対象は,お

よそ全産業に及び,対 象の範囲が広す ぎるため,政 策自体の有効性が失われる

可能性が奔る。政策の目標や理念 も明確でない。政策は中央政府で制定され,

地方の事情に応 じた対策は皆無である。異業種間の協力も無視された。台湾の

中小企業政策はまだ多 く課題を残 している。
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台湾の中小企業政策を歴史的側面から見れば,1950年 代から1970年 代までの

間,中 小企業への輔導は一時的,部 分的なものにとどまっている。中小企業に

対する全面的支援は198⑪年代に入ってから始まったと言えよう。中小企業政策

を規定 した法令すら1990年 代に入って初めて制定されたものである。 したがっ

て,中 小企業の発展は,過 去四十数年政府の中小企業政策の効果によるものと

は言い難いのである。.

台湾経済の発展の過程において,政 府のほとんどの政策は市場を歪曲してき

た。経済資源に最 も恵まれてきたのは大企業であり,ま た国営企業や特定産業.

の民間大手企業であ り,い ずれにせ.よ中小企業ではなかった。中小企業の生産

資源,た とえば融資などは,闇 市場で しか調達できなかった麟。政府によって

産業政策が行われたにしても,中 小企業はその直接の受益者ではなかったので

ある.。とりわけ,政 府の産業別の資源配分政策,た とえば化学原料の自給政策

は,中 小企業に不利に作用したと考えられるのである。産業政策のプラスの影

響 とは対照的に,政 府の政策の中小企業に対するマイナスの影響は直接的であ

り,中 小企業の発展を制約 してきた。台湾の中小企業は,政 府とは疎遠である。

このことは,1980年 代後半の台湾政治の転換期において,民 間中小企業が,政

府への反対運動の支持基盤 となったことにも明らかである33,D

開.発独裁の解体は,中 小企業にも影響を及ぼ した。権威主義体制の衰退は政

府の経済資源支配の能力の衰退に帰結 したが,ま た同時に企業への統制力の低

下となっても現れた。その結果,市 場原理が国家による差別的で恣意的な産業

政策に取って代わったのである。中小企業の活動の範囲は以前より拡大 し,台

湾経済に占める位置も大 きく向上 した。他方,国 家の権威の衰退ば中小企業に

も新 しいコス トを発生させた。とりわけ,従 来押さえられていた労働条件は,

労働運動によって本来の水準に戻った。そのため労働集約的産業では経営コス

32)金 融 機関か ら借 り入れで ぎない企業は民間の地下金融で融資 を調達 する。 その比率 は,1989年

まで平均 で24.65%を 占めていた。

33〕 過去 三,四 十年間,政 府の開発独裁や独占に対 し,中 小企業 は各種 の反対 運動 を行い,国 営事

業の民営 化や独 占産業経営の退去 を求めて きた。
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トが 上 昇 した 。1980年 代 以後 の労 働 運動 は,中 小 企 業経 営 を悩 ませ て い る。

結 語

台湾の中小企業の急速な.発展の要因は,ア メリカを始めとする先進国経済の

1960年代の構造転換であった。その結果,労 働集約的製品への需要が増加 し,

また政府の一般的輸出奨励措置 もある程度奏効 して,台 湾経済は発展 したので

ある。しかし当時の政府は,中 小企業には低い位置づけしか与えられておらず,

中小企業が政策的に優遇されていたとはいえない。中小企業の成功は,.政府に

とっては意図せざる成果であったといえよう。

しかしながら,台 湾の中小企業は現在以下のごつの困難に直面 している。過

去三,四 十年間,中 小企業は先進国の研究開発や相手先 ブランド生産(OE

M)を 利用 して成長したが,こ れが今日の賃金.ヒ昇などの環境の変化によって

限界にぶつか っていることがその第一である。これまで,中 小企業は生産技術

や販売経営技術をある程度向上させ,一 部の原材料や部品については国内で調

達できるようになったが,先 進国への依存はかなりの程度続いている。 もう一

つの困難は,後 続の発展途上国が国際分業体制へ参入 したことによって,台 湾

の中小企業の持つ安い労働力という優位が失なわれてきたという事実である。

東アジアNIEsの この半世紀の経済成長は,外 資を拒否 してきた他の発展途上

国を啓発 した。 これ らの国もまた戦略転換をはかったのである。まず タイが

様々な外資優遇措置を設けたが,マ レーシアそして中国の広東省なども次々と

同様の優遇政策を採用するようになった。 これによって,台 湾の賃上げに悩む

外国企業の台湾離れが促進された。

以上の二つの事実を考慮するならば,台 湾の中小企業の経営転換,と りわけ

技術水準の向上は急務である。規模の制限のために,中 小企業が研究開発体制

や独 自の販路や.オリジナル ・ブランドを樹立することは必ず しも容易ではない。.

生産技術の高度化 と言って も.,生産財や研究開発を投入 しなければ,市 場 リス

クや投資 リスクに直面 しなければならないであろう。国家の介入 も,自 由経済



台湾経済発展の戦略と中小企業 〔579)113

体 制 の下 で は 限界 が あ り,ま た 有 効 とは 言 えな い だ ろ う。 こ う した事 情 を考 慮

す る と,大 企 業 との補 完 関 係 の強 化 や 中 小 企 業 交 流 の研 究 活動 に よ る技 術 の 向

上 で は,日 本 の企 業 の事 例 が 参 考 に な るか も しれ な い 。 台 湾で の経 済 環 境 の 変

化 に対 応 して 中小 企 業 は今 後 も ます ます 海 外投 資 を進 め る で あ ろ うが,こ れ は

台 湾経 済 を大 き く変 化 させ る可 能 性 が あ る。..藺

中小 企 業 の 海外 投 資 に よ る経 済 へ の 影 響 は 二つ の面 か ら考 え られ る。....・つ は,

中小 企 業 の 海外 投 資 が 国内 に 「産 業 空 洞 化 」 現 象 を 生 み 出 し,雇 用 な どの 面で

経 済 に マ イ ナ ス に作 用 す る とい う側 面 で あ る。.もう一 つ は,国 内 の産 業 構 造 を

調 整 し,付 加 価 値 の低 い産 業 か ら技 術 集 約 的 産業 な どの付 加 価 値 の高 い 産 業 へ

の転 換 を促 進 す る とい う産 業 高 度 化 の促 進 要 因 と して の側 面で あ り,こ れ は繰

済 に プ ラ ス に作 用 す るQ

中小 企 業 の 海外 投 資 は国 内 の 経 済 構 造 の 変 化 を 反 映 した もので あ り,国 内 の

経 営 環 境 の改 善 や 政 府 の政 策 的 支 援 が 可 能 で あ れ ば,新 興 産業 が 生 み 出 され,

産業 構 造 の高 度 化 に寄 与 す るで あ ろ う。 中 小 企 業 は,あ らた め て 国 内 と海 外 の.

産業 構 造 分 業 を考 え,そ の 位 置 付 け を考 えね ば な らな い だ ろ う。

発 展 途上 国 の安 い労 働 力 が 大 量 か つ 容 易 に 先進 国 へ 流動 す る,と い うこ とが

な い 限 り,先 進 国 と発 展 途 上 国 との 間 の 労働 市場 の較 差 は解 消 しな い。 発 展 途

上 国 が よ り安 価 な労 働 力 を提 供 す る以 上,単 純 な 製 品加 工 作業 はNIEsか ら移

転 して ゆ くで あ ろ う。 しか しなが ら,こ れ ら発展 途上 国 の経 済 発 展 に した が っ

て,製 品 の 川上 原 材 料 や 部 品 の 需 要 も大 き くな る 。 この よ うな製 品 を作 るた め

の 設 備や 技 術 は む しろNIEs諸 国 の 役 割 で あ る と思 わ れ る 。台 湾 の 中小 企 業 は

過去;,四 十 年 間 の発 展 の過 程 で 技 術 を蓄 積 して お り,こ う した状 況 は台 湾 の

中小 企業 が そ の体 質 を改 善 す る絶 好 の 機 会 と言 え よ う。.∫.薄.
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